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はじめに 
 
 
このたびは、本マニュアルをダウンロードいただきまして 
ありがとうございます。 
 

「交通事故後遺障害慰謝料、損害賠償請求を考える会」代表  

赤川 静雄と申します。 

 

私自身の交通事故の経験を活かして、一人でも多くの方が満足いく損害賠償を 

受け取る事が出来るようにと日夜活動しております。 

 

金融庁の監督が厳しくなったとはいえ、未だに見えないところでは保険会社に 

よる払いしぶりが続いており、泣き寝入りする被害者は数多く存在します。 

 

私は運良く多くの関係者や貴重な情報に助けられ、十分過ぎる損害賠償を 

受け取ることが出来ましたが、泣き寝入りする被害者は数多く存在している 

状況下に、自分だけが正当な損害賠償を受け取り、後は知らん振りしていて 

よいのかと疑問に思うようになりました。 

 

私が困っている時に助けて頂いた方々への感謝の気持と、貴重な経験や知識を

苦しんでいる交通事故被害者の方のお役に立てたいという気持ちから、無料有料

を含め交通事故損害賠償関連の各種マニュアルを作成しています。 

 

皆様にも応援していただければ幸いです。 

 

「交通事故後遺障害慰謝料、損害賠償請求を考える会」info@jiko-zero.info 

 

著書(e-book)14級で850万円「究極の交通事故損害賠償請求完全マニュアル」 
http://www.jiko-zero.info/jiko-zero.html 

 
ブログ ： 知って得する「交通事故損害賠償の知識」 

http://safely.blog115.fc2.com/ 

 
メルマガ： まぐまぐ「知って得する交通事故損害賠償請求」 

http://www.mag2.com/m/0000241683.html 
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最新版の Adobe Readerをダウンロードしてください 
 
 
 
本マニュアルは最新版の Adobe Readerでご覧ください。 
 
旧バージョンの Readerで、一部文字が切れたり、印刷不能などの 
 
症状が確認されています 
 
 

 http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html 
 
 
 
 
   

本マニュアルについてのお願い 
 
 

É 地方裁判所基準での解決については、加害者が任意保険に加入して 
いる事を前提に書いています。 

 
 
É 本マニュアルはきわめて実践的な目的のために作ったものです。 
   
 ページ数を増やす目的のみの各分野への深入りや無駄な図及び写真は 
省略していますので、文字が多く読み難いとは思いますが、実践重視で 
構成しましたのでご理解ご協力をお願いします。 
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使用許諾契約書 

 
 
本マニュアルをご利用になる前に必ずお読みください。 
 
 
以下の使用許諾契約書は本マニュアルを入手した法人・個人 
 
（以下、甲とする）と本マニュアル発行責任者（以下、乙とする）との間で 
 
合意した契約です。 
 
本書を甲が受け取ることにより甲のこの契約は成立いたします。 
 
 
第一条 使用権の許諾 
 
乙は甲に対し本契約記載の条件に従い日本国内における再許諾不可能かつ 
 
譲渡不可能な権利をお客様に対して許諾します。 
 
 
 
第二条 著作権 
 
本マニュアルは著作権法で保護されている著作物です。 
 
本書の取り扱いについては以下の点にご注意ください。 
 
 
甲は、乙の書面による事前の承諾を得ることなく、本マニュアルを第三者へ 
 
賃貸、貸与、販売または譲渡できないものとし、かつそれらの担保権を設定 
 
することは出来ないものとする。 
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第三条 契約の解除 
 
甲が本契約に違反した場合、乙は本契約を解除することが出来る。 
 
 
第四条 守秘義務 
 
甲は乙の書面による承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩しないものとし、 
 
かつ、本契約における義務の履行または権利の行使に必要な場合を除き 
 
方法を問わず利用しないものとする。 
 
 
ただし、国家機関の命令による開示等正当なる自由に基づき開示する場合は 
 
この限りではないが、その場合は乙に対して速やかに事前の通知を行うもの 
 
とする。 
 
 
第五条 個人情報の取り扱いについて 
 
甲は乙が甲に関する個人情報につき必要な保護措置を講じたうえで収集、 
 
利用し、発行責任者が定める相当な期間保有することに同意します。 
 
 
第六条 損害賠償 
 
甲が本契約に違反した場合、その違約金として違反件数に 2000円を乗じた 
 
ものの 10倍を支払うものとします。 
 
又、本契約に起因する紛争の解決については乙の最寄りの裁判所が第一審と 
 
しての専属的管轄権を有するものとします。 
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第七条 責任の範囲 
 
本マニュアルの使用責任は甲にあり、この情報を使用して障害及び損害が 
 
生じたとしても、乙は一切責任をとらないものとします。 
 
 
第八条 改編について 
 
乙は甲へ事前の通知を行うことなく本契約の内容およびその他の告知内容 
 
を変更できるものとし、当該変更がなされた場合、従前の本契約の内容 
 
および告知内容は無効となり、最新の本契約の内容および告知内容が適用 
 
されるものとします。 
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印刷について 
 
 
本マニュアルを印刷する場合 1ページをＡ4に印刷しバインダーなどに閉 
 
じる方法と、2ページに分割して印刷しとじる方法などがあります。 
 
皆様の使いやすい方法でご利用ください。 
 
 
 
参考 
 
 
2ページに分割するには印刷時にプリンター 
 
のプロパティー又は詳細設定から、 
 
ページ設定で「等倍印刷」を「割付印刷」に変更してください。 
 
又、グレースケール印刷と併用すれば紙とインクの節約になります。 
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